平成２２年度　高知県芸術祭開催要領
趣　　旨
　県民の芸術文化に接する機会を増大し、自ら参加する文化活動の促進に努め、文化の息づく郷土づくりを進めるため高知県芸術祭（以下「芸術祭」という。）を開催する。
主催・主管・後援
　主催　　高知県　財団法人 高知県文化財団
　主管　　高知県芸術祭執行委員会（以下、「執行委員会」という。）
　後援　　高知新聞社・ＮＨＫ高知放送局・ＲＫＣ高知放送
ＫＵＴＶテレビ高知・エフエム高知・ＫＳＳさんさんテレビ
期　　間
　芸術祭の開催期間は、平成22年9月26日（日）から平成22年11月30日（火）までとする。
行　　事
(1) 行事の範囲
　　芸術祭の部門は、舞台芸術、音楽、放送、郷土芸能、展示、映画、文芸及び伝統文化の８部門と各部門を総合したものとする。
(2) 行事の種類
　　芸術祭の行事は、執行委員会が認める共催行事及び協賛行事とする。
　ア． 共催行事　 開催期間中の催しで、県又は執行委員会が行事の企画もしくは運営に関わるもの。
　イ． 協賛行事 　開催期間中の催しで、執行委員会が協賛行事と認めたもの。
(3) 行事の申請の手続き
　ア．共催行事として名義の使用を希望する者は、参加申請書（第１－１号様式）を提出すること。なお、過去３年間芸術祭に参加していない団体または団体住所・代表者等に変更のあった団体は、団体の概要（第２号様式）も提出すること。
　イ．協賛行事として名義の使用を希望する者は、参加申請書（第１－２号様式）を提出すること。なお、過去３年間芸術祭に参加していない団体または団体住所・代表者等に変更のあった団体は、団体の概要（第２号様式）も提出すること。
　なお、提出書類は6月30日（水）までに執行委員会に提出するものとする。
(4) 行事の変更等
　　芸術祭の行事として参加を認められた者は、「事業名」「期日」「会場」等に変更が生じた場合には、執行委員会に連絡すること。
(5) 実施報告
　　芸術祭の共催行事及び協賛行事として名義使用をした者は、実施報告書等を行事終了後３０日以内に執行委員会に提出すること。
高知県芸術祭文芸賞選定
　執行委員会は、開催期間中、広く県民から文芸作品を公募し、優れた作品を表彰する。
経　　費
  芸術祭開催に要する執行委員会の経費は、高知県の委託料他をもってこれに充てる。
表　　彰
  行事を通じて、執行委員及び評価委員が認めた場合、その団体又は個人に対して「高知県芸術祭賞」又は「高知県芸術祭奨励賞」を、また芸術祭執行に当たって特に貢献のあった者に対しては「感謝状」を贈ることができる。
